
 郡山市燃料電池自動車用水素供給設備新規需要創出活動補助金交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、本市における水素利活用の推進及び水素社会の実現を図るとともに、環境負荷の低減を進めるため、燃料電池自動車に燃料を供給する

ための水素供給設備の運営を通じて、燃料電池自動車の新規需要創出活動（以下「事業」という。）を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するこ

とに関し、郡山市補助金等の交付に関する規則（昭和48年郡山市規則第18号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動される電動機（外部から充電する電池による駆動との併用を含む）のみを原動機とし内燃機関と併

用しない自動車をいう。 

 (2) 水素供給設備 市内において設置された燃料電池自動車に燃料として水素を供給する設備で、土地の上に定着しているものをいう。 

 （補助金の交付の対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次のいずれにも該当するものとする。 

  (1) 商用として水素供給設備を運営する者 

  (2) 市税等（個人市民税、法人市民税、固定資産税（都市計画税含む。）、軽自動車税、事業所税、入湯税及び国民健康保険税をいう。）を滞納していな

い者 

 （補助金の交付の対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金の額は、別表に定めるとおりとする。ただし、事業の財源の一部が国

及び県が交付する補助金等であるときは、本補助金並びに国及び県が交付する補助金等の相当額（国及び県が交付する補助金等における補助対象経費が本

補助金の補助対象経費以外にも係る場合、国及び県が交付する補助金等をそれぞれ国及び県が交付する補助金等における補助対象経費に対する本補助金の

補助対象経費の割合に応じて按分の上算出した額）の総額が補助対象経費を超えないものとする。 

 （補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付の申請をしようとする者は、規則第４条の規定により申請するものとする。この場合において、同条第１号の補助事業等事業計画書は

補助事業等事業計画書（第１号様式）とし、同条第２号の補助事業等に係る収支予算書は収支予算書（第２号様式）とし、同条第３号のその他市長が必要

と認めて指示する書類は、次のとおりとする。 

(1) 同意書（第３号様式） 

(2) 事業の財源の一部が国及び県が交付する補助金等であるときは、当該補助金等の交付申請書一式の写し及び交付決定の事実が確認できる採択通知等の 

写し（本補助金の申請時点で当該補助金等が未決定の場合は決定後速やかに提出するものとする。） 



 （軽微な変更の範囲） 

第６条 規則第６条第１項第１号に規定する軽微な変更は、次のいずれにも該当する変更とする。 

 (1) 補助対象経費の総額の10分の２に相当する金額以内の変更 

 (2) 事業計画の細部の変更であって、補助金の交付を決定した額の増額を伴わない変更 

 （補助金の交付の条件） 

第７条 規則第６条第１項第４号に規定するその他必要と認める条件は、次のとおりとする。 

 (1) 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと。 

 (2) 補助金に係る帳簿及び証拠書類を整備し、事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存すること。 

 （実績報告） 

第８条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了したときは、当該完了の日から30日以内又は事業が完了した日の属する年度の３月31日までのいずれ

か早い日までに、規則第14条の規定により市長に実績を報告するものとする。この場合において、同条の補助事業等に係る収支決算書は収支決算書（第４

号様式）とし、同条のその他市長が必要と認めて指示する書類は、次のとおりとする。 

(1) 需要創出活動報告書（第５号様式） 

(2) 活動費用支払証拠の写し（見積書、契約書、請求書、領収書等） 

(3) 事業の財源の一部が国及び県が交付する補助金等であるときは、国及び県が交付する補助金等の実績報告書一式の写し 

 （補助金の額の確定） 

第９条 市長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、これを審査し、事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると

認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに規則第15条に規定する補助金等交付額確定通知書により補助金の交付の決定を受けた者に通知す

るものとする。ただし、確定額が交付決定した額と同額である場合は、当該通知を省略するものとする。 

（委任） 

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。 

   附 則 

  （施行期日） 

 １ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

  （この要綱の失効） 

 ２ この要綱は、令和13年３月31日限り、その効力を失う。 

 

 



別表（第４条関係） 

補助対象経費 補助対象経費の区分 補助対象経費の例 補助金の額 

事業の実施に要する経費

（消費税及び地方消費税

額は除く。） 

修繕費 
固定資産の修理、維持管理に係る経費、設備補修費、定期点検費、性能評価費、

パソコン保守料等の保守契約料、建物等の維持管理のための補修費や保守料等 

予算の範囲内で定

める額 

（100万円を限度

とする。） 
印刷費 広報活動等に使用する広報用資料等の印刷等に係る経費 

 


